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出願の変更における新たな意匠登録出願についてのパリ条約

による優先権等の主張の規定の適用について 

 

 

 

1．出願の変更における新たな意匠登録出願についてパリ条約による優先権等の主張の規

定の適用を受けることができる場合 

 

（1）もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続の規定による書

面を出願と同時に提出し、かつ証明書を所定の期間内（→１５．０３）に提出してい

るとき。 

 最初の出願の日（第一国への出願の日）から６月以内にもとの特許出願又は実用新

案登録出願をしている場合に限り、同規定の適用を受けることができる。 

 

（2）もとの特許出願又は実用新案登録出願について優先権の主張の手続による書面のみ

を提出している場合であって、出願の変更がもとの特許出願又は実用新案登録出願の

日から３月以内に行われているとき。 

 この場合は、新たな意匠登録出願についてもとの出願の日から所定の期間内（→１５．

０３）に、証明書を提出しなければならない。 

 ただし、最初の出願の日（第一国への出願の日）から６月以内にもとの特許出願又は

実用新案登録出願をしている場合に限る（→主１５．０６）。 

 

 

 

                                             

 




